
　　　　登記や供託のオンライン申請を初めてされる場合、まず最初に、お客様の申請者情報を登

　　 録し、申請者ＩＤとパスワードを取得していただく必要があります。

　　　　この手引は、「申請者情報登録」の方法について、簡単に説明したものです。

　　　　なお、「申請者情報登録」が完了した後の申請手続等については、『「供託かんたん申請」御

　　 利用の手引』、『「申請用総合ソフト」による供託申請の手引』又は『「申請書情報入力」の手引』

　 　を御覧ください（8ページ参照）。 

　 ☎ 078-392-1821（代表） 　

業務時間：８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日等を除く。）

神 戸 地 方 法 務 局　供 託 課　　　

「申請者情報登録」の手引

◎ 御不明な点等がございましたら、お気軽に法務局までお問い合わせください。

オンライン申請のための

係員が御説明いたします。

供オ手引1(R5.1)



【メモ】

＊ 登録年月日 ：

＊ 申請者ＩＤ ：

＊ パスワード ：

印

※  大切に保管してください。

法務局案内担当者

登記の申請や登記事項証明書の請求のために、既に申請者ＩＤとパス

ワードを取得されている場合は、供託の申請についても、当該ＩＤ等を利用し

ていただくことが可能です。



＊　検索条件を「供託ねっと」として検索してください。

＊　「Google Chrome」を起動してください。(Windows 10の場合)

＊　「Microsoft Edge」を起動してください。(Windows 11の場合)
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＊　冒頭に表示されている検索結果をクリックしてください。

＊　「トップページ」のタブをクリックしてください。
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＊　「申請者情報登録」のボタンをクリックしてください。

＊　利用規約の内容を順番に読んでいただき、画面を末尾までスクロールしてください。
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＊　「同意する」ボタンをクリックしてください。

＊　必要事項を入力してください。
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申請者ＩＤ及びパスワードは、メモをとるなどして，忘れないようにしてくださ

い（この冊子の１頁目の裏面に、メモ欄を設けています。）。
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（＊　引き続き、必要事項を入力してください。）

＊　全ての必要事項を入力した後、「確認」ボタンをクリックしてください。
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＊　入力内容を確認した上、「仮登録」ボタンをクリックしてください。

＊　「発行」ボタンをクリックしてください。

＊　数分後、登録したメールアドレスに「認証情報」の通知メールが届きます。
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＊　続けて申請を行う場合は、「ログイン画面へ」ボタンをクリックしてください。

＊通知メールに記載された「認証情報」を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

＊　以上で「申請者情報登録」は完了です。お疲れ様でした。

　◎ 　申請者ＩＤ と パスワード は大切に保管してください。
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① 「供託かんたん申請」御利用の手引

「供託かんたん申請」は、ソフトウェアのダウンロードなどの作業をすること

なく、インターネット画面から簡単に供託申請手続をしていただくことができま

す。この申請をされる場合は、①の手引を御利用ください。

②「申請用総合ソフト」による供託申請の手引

「供託かんたん申請」によるオンライン申請ができない場合、「申請用総合ソフト」と

いう専用のソフトウェアをダウンロードしていただいた上、供託申請手続をしていただく

ことになります。この申請をされる場合は、②の手引を御利用ください。

③「申請書情報入力」の手引

「供託かんたん申請」又は「申請用総合ソフト」による申請のいずれの場合であって

も、供託をするために必要な事項を｢申請書情報｣として入力していただく必要があり

ます｡③は、この「申請書情報」の入力方法について説明した手引です。

引き続き供託の申請手続をされる場合は、①『「供託かんたん申

請」御利用の手引』、②『「申請用総合ソフト」による供託申請の

手引』又は③『「申請書情報入力」の手引』を御覧ください。

※ 供託の内容によっては、「供託かんたん申請」によるオンライン申請ができない場合が

あります。

【「供託かんたん申請」によるオンライン申請ができない場合（例）】

① 供託者が複数名の場合 ② 被供託者が複数名の場合

③ 差押件数が４件以上の場合（執行供託） ④ 申請書情報に電子署名を行う場合

⑤ 供託書電子正本が必要な場合
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https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001356590.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001356591.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001356589.pdf

